
○京都市道路の位置の指定等に関する規則 
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規則第１９０号 
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令和３年７月２８日規則４０号 

京都市道路の位置の指定等に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，建築基準法施行令（以下「令」という。），建築基準法施行規則（以

下「省令」という。），京都市建築基準法施行細則その他別に定めがあるもののほか，

建築基準法（以下「法」という。），京都市道路の位置の指定の基準の特例に関する条

例（以下「条例」という。）及び京都市私道の変更又は廃止の手続に関する条例の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（道路の位置の指定の申請書等の様式） 

第２条 省令第９条に規定する申請書は道路の位置指定・変更・廃止申請書（第１号様式）

とし，同条の表に掲げる付近見取図及び地籍図並びに同条に規定する承諾書は道路の位

置指定・変更・廃止申請図（第２号様式）とする。 

（特定土地） 

第３条 条例第３条第２項第２号に規定する別に定めるものは，同号に規定する位置指定

道路から奥行きが２メートルに満たない部分を有しない土地（周囲の状況及び土地の形

状により，当該部分を有することについて市長がやむを得ないと認める場合にあっては，

当該部分を有する土地）とする。 

（条例第４条第５号等に規定する別に定める既存敷地） 

第４条 条例第４条第５号並びに第５条各号列記以外の部分及び第２号に規定する別に定

める既存敷地は，道路の位置指定・変更・廃止申請書の提出があった日まで引き続いて

３年以上法第２条第１号に規定する建築物が存している土地とする。 



（道路の位置の指定に係る舗装の技術的基準等） 

第５条 条例第４条第７号に規定するコンクリート及びアスファルト・コンクリートによ

る舗装の技術的基準は，市長が定めて告示する。 

（道路の位置の指定に係る側溝及び街渠
きょ

の技術的基準） 

第６条 令第１４４条の４第１項第５号に規定する側溝及び街渠
きよ

の技術的基準は，市長が

定めて告示する。 

（予定道路の指定） 

第７条 市長は，法第４２条第１項第４号に規定する道路を指定した場合においては，そ

の旨を公告するものとする。 

（私道の変更又は廃止の承認の申請） 

第８条 京都市私道の変更又は廃止の手続に関する条例第２条の規定による私道の変更又

は廃止の承認を受けようとする者は，道路の位置指定・変更・廃止申請書に道路の位置

指定・変更・廃止申請図を添えて，市長に提出しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成１２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に省令第９条の規定により同条に規定する申請書並びに同条の

表に掲げる付近見取図及び地籍図並びに同条に規定する承諾書の提出を行った者であっ

て，この規則の施行の際道路の位置の指定に係る処分を受けていないものに対する第２

条の規定の適用については，当該申請書は同条に規定する道路の位置指定・変更・廃止

申請書と，当該付近見取図，地籍図及び承諾書は同条に規定する道路の位置指定・変更・

廃止申請図とみなす。 

附 則（平成１３年１月４日規則第８５号） 

この規則は，平成１３年１月６日から施行する。 

附 則（平成１３年１月１７日規則第８７号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市道路の位置の指定等に関する規則の規定は，この規則



の施行の日以後に行われる建築基準法施行規則第９条の規定による道路の位置の指定の

申請及び京都市私道の変更又は廃止の手続に関する条例第２条の規定による私道の変更

又は廃止の承認の申請（以下「道路の位置の指定等の申請」という。）について適用し，

同日前に行われた道路の位置の指定等の申請については，なお従前の例による。 

附 則（平成１５年３月２５日規則第９１号） 

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年１月９日規則第８３号） 

この規則は，平成１９年３月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日規則第１１３号） 

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則（平成３０年９月２１日規則第２７号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成３０年９月２５日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，市長が認める限り，当分の間，これを使用することができ

る。 

  附 則（令和３年７月２８日規則第４０号） 

（施行期日） 

１ この規則は，令和３年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，市長が認めるものに限り，当分の間，これを使用すること

ができる。 



第１号様式（第２条及び第８条関係）



第２号様式（第２条及び第８条関係） 




